
条件

給与収入 ６，０５０，０００円

社会保険料 ２３６，９３０円

旧生命保険料支払金額 ５４，０００円

介護医療保険料支払金額 １１５，０００円

旧個人年金保険料支払金額 ２０４，０００円

　 社会保険料控除 ２３６，９３０円

　 生命保険料控除 ７０，０００円 ※１

　 配偶者控除 ３３０，０００円

　 扶養控除　一般 ３３０，０００円

 　　　　　　　　特定扶養 ４５０，０００円

＋基礎控除 ４３０，０００円

所得控除合計 １，８４６，９３０円

旧生命・旧個人年金

介護医療保険料

　 総所得金額 ４，３９８，４００円

－所得控除額 １，８４６，９３０円

２，５５１，４７０円

調整控除前の市民税所得割額

給与収入６，０５０，０００円÷４＝１，５１２，５００円⇒１，５１２，０００円（千円未満の端数切り捨て）

１，５１２，０００円×４×８０％－４４０，０００円＝４，３９８，４００円

※計算方法の詳細は「所得一覧」をご覧ください。

⇒２，５５１，０００円（千円未満端数切り捨て）

給与所得のある方

所得計算

所得控除計算

課税所得金額

所得割額

本人（４５歳）、妻（４３歳）、長男（２０歳）、次男（１７歳）の４人家族

支払った保険料が７０，０００円超の場合は、一律３５，０００円②

※１　生命保険料控除計算方法

支払った保険料が５６，０００円超の場合は、一律２８，０００円③

支払った保険料５４，０００円×１／４＋１７，５００円＝３１，０００円①

課税総所得金額２，５５１，０００円×税率６％＝１５３，０６０円

※計算方法の詳細は「控除一覧」をご覧ください。

生命保険料控除額は、①・②・③それぞれの控除額の合計額（限度額７０，０００円）

配偶者、子２人の所得なし



調整控除前の県民税所得割額

人的控除の差額

　配偶者控除 ５万円

　一般扶養控除 ５万円

　特定扶養控除 １８万円

　基礎控除 ５万円

ア合計額 ３３万円

イ課税総所得金額 ２，５５１，０００円

調整控除後の市民税所得割額

調整控除額の県民税所得割額

均等割額

市民税額

県民税額

年税額

市民税３，５００円　県民税２，５００円

均等割額２，５００円＋所得割額１０１，０００円＝１０３，５００円

調整控除額

市民税１５５，０００円＋県民税１０３，５００円＝２５８，５００円

１５３，０６０円－１，５００円＝１５１，５００円（１００円未満切り捨て）

１０２，０４０円－１，０００円＝１０１，０００円（１００円未満切り捨て）

課税所得金額が２００万円以下の時は、人的控除額の差と合計課税所得金額のどちらか少ない方の５％（市
民税３％、県民税２％）が控除額となります。

課税所得金額が２００万円を超える時は、人的控除額の差額の合計から課税所得金額-200万円を引き、残っ
た金額の５％が控除額となります。ただし、計算結果が2,500円未満の場合は、2,500円を控除します。

課税総所得金額２，５５１，０００円×税率４％＝１０２，０４０円

均等割額３，５００円＋所得割額１５１，５００円＝１５５，０００円

※計算結果が２，５００円未満のため、控除額は２，５００円（市民税１，５００円、県民税１，０００円）

｛３３０，０００円－（２，５５１，０００円－２，０００，０００円）｝×５％＝△１１，０５０円

｛ア－（イ－２００万円）｝×５％＝調整控除額

課税総所得金額が２００万円を超えるので、

＝△１１，０５０円⇒２，５００円（市民税１，５００円、県民税１，０００円）


